





下呂市ふるさと納税型クラウドファンディング補助金制度
募集要項



























2026.5.1　下呂市役所　地域創生課
１．事業の概要
地域団体等が行う公益事業の財源を確保するため、「クラウドファンディング型ふるさと納税」を活用して市が寄附を募り、集まった寄附金を補助金として交付するものです。

　◆補助金交付までの流れ
①地域団体等から市に事業認定申請書提出
②市での審査後、事業を認定
③認定事業についてふるさと納税型クラウドファンディングサイトで寄附募集
· サイトに掲載する文章、写真等は地域団体等に準備いただきます。
· 認定事業に関するＰＲ等は地域団体等が主体的に行っていただきます。
④寄附額に応じて補助金の額を決定
⑤事業実施後、地域団体等から市へ実績報告書提出
· 実績額が交付額を下回る場合は返還

３．補助対象団体
以下の要件をすべて満たす団体を対象とします。
・営利を目的とする団体でないこと
・団体の設立目的や運営に関する規約等を有すること
・年間の活動計画や適切な会計処理が行われている（又は見込まれる）こと
・活動が公序良俗に反していないこと

４．補助対象事業
市の地域課題解決を目的として実施する事業で、以下の要件をすべて満たすものを対象とします。
・市の総合計画に掲げる施策と整合するもの
・交付対象経費が50万円以上のもの
・他の補助金の交付を受けていない又は受ける予定のないもの
・特定の個人又は団体の利益となるものではないもの
・公序良俗に反しないもの
・政治活動又は宗教活動に関するものでないもの
※同一事業での認定を受けられるのは二回までとします。
※複数年度にわたる事業を実施する場合も対象とします。この場合、単一年度に一括して寄附募集を行い、団体への支払いは事業年度ごとに行います。（この場合、事業の認定は一回分として計算します。）

５．交付対象経費
対象事業の実施に直接必要な経費で、以下の経費を除くものを対象とします。
・団体の管理運営に関する経費
・慰労、親睦目的の経費
・政治活動又は宗教活動に関する経費
・その他市長が適切でないと認める経費

７．スケジュール
ｎ＋１年度に実施する事業について、ｎ年度に寄附を募集する
	時　期
	内　容

	令和ｎ年度４月～５月
	認定申請募集

	令和ｎ年度６月
	認定

	令和ｎ年度８月～10月
	寄附募集（90日間）

	令和ｎ年度３月
	基金へ積立て

	令和ｎ＋１年度４月
	団体からの申請に基づき交付（前払い）

	令和ｎ＋１年度３月まで
	団体から実績報告、精算


※寄附募集に係る事務手続き上、認定申請の随時受付は行いません。
※交付決定通知前に事業に着手する必要がある場合、事前に相談のうえ「事前着手届」を提出してください。

★制度運用初年度のみ、令和８年度に実施する事業について同年度に寄附を募集します。
	時　期
	内　容

	6月～7月
	認定申請募集

	7月
	事業認定

	8月～10月
	寄附募集（90日間）

	11月
	市から交付決定通知、事業実施

	10月
	市での予算措置・事業繰越決議

	3月以降
	実績報告、精算



８．申請手続き
　①事業認定の申請
　　以下の書類を提出し、事業認定の申請を行ってください。
　　◆提出書類
　　　（１）下呂市ふるさと納税型クラウドファンディング補助金事業認定申請書（様式第１号）
　　　（２）事業計画書（様式第2号）
　　　（３）目標金額未達成時の事業計画書（様式第3号）
（４）収支予算書（様式第４号）
　　　（５）団体調書（様式第５号）
　　　（６）誓約書（様式第６号）
（7）履行誓約書（様式第７号）
　　　（８）その他市長が必要と認める書類


　②事業認定
　　市での内容審査後、「下呂市ふるさと納税型クラウドファンディング補助金事業認定通知」を送付します。

　③クラウドファンディングの実施
　　ふるさと納税型クラウドファンディングサイトに認定事業の募集ページを作成し、寄附募集を行います。

　　【手続き】
　　・市から寄附募集ページの原稿ひな形を送付しますので、あわせてお知らせする期日までに提出してください。
　　・掲載する画像データもあわせて提出してください。

　　【注意事項】
　　・認定事業に関するPRは、認定団体が自ら行ってください。
　　・認定事業の交付対象経費を目標額として寄附を募集します。目標額を上回る額については市の基金に積立て、地域課題解決のために活用します。
　　・市から寄附者に対して返礼品は贈呈しません。
　　・寄附者の方からいただいた寄附金を返還することはできないため、原則事業の中止はできません。

　④交付決定
集まった寄附金の額に応じて、補助金額を決定します。市からの案内に基づき、「下呂市ふるさと納税型クラウドファンディング補助金交付申請書」を提出してください。
なお、認定事業の交付対象経費又は寄附額から事務手数料等の必要経費を控除した額のいずれか少ない方を交付します。

　⑤事業の実施
市からの交付決定通知後、事業を実施してください。事業の性質上、交付決定前に事業に着手する必要がある場合は、「下呂市ふるさと納税型クラウドファンディング補助金事前着手届」を事前に提出してください。
なお、補助金の全部又は一部について、概算払いを受けることが可能です。必要な場合は、市に「下呂市ふるさと納税型クラウドファンディング補助金概算払請求書」を提出してください。

　⑥事業の完了報告
事業の完了後、完了日の翌日から30日以内に市に対して実績報告書を提出してください。また、ふるさと納税型クラウドファンディングサイトにおいても寄附者に対する事業報告を行うため、原稿データを提出してください。

　　　◆提出書類
　　　（１）下呂市ふるさと納税型クラウドファンディング補助金実績報告書（様式第16号）
　　　（２）下呂市ふるさと納税型クラウドファンディング補助金収支決算書（様式第17号）
　　　（３）対象経費に係る領収書又は支払いを証明する書類の写し
　　　（４）事業実績を示す資料（写真等）

　⑦補助金額の確定
　　提出された実績報告書に基づいて補助金額を確定し、「下呂市ふるさと納税型クラウドファンディング補助金確定通知書」により通知します。
　　※未請求の補助金額がある場合、請求書を提出してください。
　　※補助金の概算払いを受けている場合で、補助対象経費の実績が概算払い額を下回る場合は、差額を返還いただきます。

【お問い合わせ先】
下呂市役所　総合政策部　地域創生課　℡0576-24-2222




